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令和３年第３回美郷町議会定例会会議録（第４日）

令和３年９月８日（水曜日）

◎開会日時 令和 ３年 ９月 ８日 午前１０時００分 開会

◎散会日時 令和 ３年 ９月 ８日 午後１２時０６分 散会
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1 番 山本 文男君 2 番 中嶋奈良雄君

3 番 川村 義幸君 4 番 川村 嘉彦

5 番 黒田 仁志君 7 番 甲斐 秀徳君

8 番 森田 久寛君 9 番 園田 義彦君
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◎事務局職員氏名 事務局長 小田 広美君 書記 森川 晴君

◎説明のための出席者職氏名

町長 田中 秀俊君 副町長 藤本 茂君

教育長 大坪 隆昭君 会計管理者 三桝 治君

総務課長 下田 光君 税務課長 甲斐 武彦君

企画情報課長 田常 浩二君 町民生活課長 田村 靖 君

健康福祉課長 黒田 和幸君 建設課長 林田 貴美生君

農林振興課長 松下 文治君 政策推進室長 沖田 修一君

教育課長 石田 隆二君 地域包括医療局事務長 黒木 博文

君

南郷地域課長 川野 一郎君 北郷地域課長 泉田 浩文君

◎会議の経過 別紙のとおり
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令 和 ３ 年 第 ３ 回 美 郷 町 議 会 定 例 会

議事日程（第４）

令和３年９月８日

午前１０時開議

日程第１ 議案第 64 号 公の施設の指定管理者の指定について

（西郷歯科診療所）

質疑、討論、採決

日程第２ 議案第 65 号 工事請負契約の締結について

質疑、討論、採決

日程第３ 議案第 66 号 美郷町過疎地域持続的発展計画の策定

について

質疑、討論、採決

日程第４ 議案第 67 号 美郷町公の施設条例の一部を改正する

条例

質疑、討論、採決

日程第５ 議案第 68 号 美郷町ケーブルネットワーク施設条例

の一部を改正する条例

質疑、討論、採決

日程第６ 議案第 69 号 美郷町印鑑登録及び証明に関する条例

の一部を改正する条例

質疑、討論、採決

日程第７ 議案第 70 号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例
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質疑、討論、採決

日程第８ 議案第 71 号 令和３年度美郷町一般会計補正予算

（第 5 号）

質疑、討論、採決

日程第９ 議案第 72 号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第 2 号）

日程第 10 議案第 73 号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）

日程第 11 議案第 74 号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第 1 号）

日程第 12 議案第 75 号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会

計補正予算（第 2 号）

日程第 13 議案第 76 号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第 2 号）

日程第 14 議案第 77 号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所

事業特別会計補正予算（第 2 号）

日程第 15 議案第 78 号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第 3 号）

一括質疑、一括討論、個別採決

日程第 16 発議第１号 美郷町議会会議規則の一部を改正する

規則

提案理由説明、質疑、討論、採決

日程第 17 発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処

し地方税財源の充実を求める意見書

提案理由説明、質疑、討論、採決
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日程第 18 認定第１号 令和２年度美郷町一般会計歳入歳出決

算認定について

日程第 19 認定第２号 令和２年度美郷町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算認定について

日程第 20 認定第３号 令和２年度美郷町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算認定について

日程第 21 認定第４号 令和２年度美郷町後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算認定について

日程第 22 認定第５号 令和２年度美郷町簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について

日程第 23 認定第６号 令和２年度美郷町農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定について

日程第 24 認定第７号 令和２年度美郷町国民健康保険診療所

事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第 25 認定第８号 令和２年度美郷町国民健康保険病院事

業会計歳入歳出決算認定について

総 括 質 疑

決算等審査特別委員会設置

特 別 委 員 の 選 任

委 員 会 付 託

正副委員長の報告
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会 議 録

令 和 ３ 年 ９ 月 ８ 日

午前１０時００分開議

【事務局長 小田 広美】

「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。

【議長 那須 富重】

おはようございます。

定例会４日目であります。本日もよろしくお願いいたします。

【議長 那須 富重】

ただいまの出席議員は１０名であります。

【議長 那須 富重】

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。上着を脱ぎ

たい方は脱ぐことを許します。

【議長 那須 富重】

日程第１ 議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について（西郷歯科診療

所）を議題とし、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について（西郷歯科診療

所）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。
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【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について（西郷歯

科診療所）は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

日程第２ 議案第６５号 工事請負契約の締結についてを議題とし、質疑を行い

ます。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、議案第６５号 工事請負契約の締結についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６５号 工事請負契約の締結については、原案のとおり

可決されました。
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【議長 那須 富重】

日程第３ 議案第６６号 美郷町過疎地域持続的発展計画の策定についてを議題

とし、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、議案第６６号 美郷町過疎地域持続的発展計画の策定についての採決

を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６６号 美郷町過疎地域持続的発展計画の策定について

は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

日程第４ 議案第６７号 美郷町公の施設条例の一部を改正する条例を議題とし、

質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】
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質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、議案第６７ 美郷町公の施設条例の一部を改正する条例の採決を行い

ます。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６７号 美郷町公の施設条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

日程第５ 第６８号 美郷町ケーブルネットワーク施設条例の一部を改正する条

例を議題とし、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。
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【議長 那須 富重】

これから、第６８号 美郷町ケーブルネットワーク施設条例の一部を改正する条

例の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、第６８号 美郷町ケーブルネットワーク施設条例の一部を改正

する条例は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

日程第６ 議案第６９号 美郷町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とし、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番 黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

全協のときにも確認したんですが、「意思能力を有しない者については登録を受け

ることができない」ということですが、こういった方はもう、だからその状態にな

る前に成年後見人を選定していかなければいけないということなんでしょうか。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 那須 富重】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

おっしゃるとおり、初めに法定代理人、成年後見人を選定していただいておいた

ほうが事務的にはスムーズに行くのかなと考えております。

【５番 黒田 仁志】

議長。
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【議長 那須 富重】

５番 黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

だから例えば、入院とかしていて、その後にそういう状況になったとき、自分の

意思表示ができないような感じになったときに、その成年後見人というのはどのよ

うに指定できるのか。

要はそこでもう本人の意思確認できないわけですよね。ある意味、勝手に来て「私

が後見人です」というような形を取られると、また困った話ということもあるんで

すが、そういったところはどのように整理していくことになるんですか。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 那須 富重】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

そのような場合には、首長の権限で法定代理人といいますか成年後見人をつくる

制度もございますので、その辺で対応するのかなと考えております。

以上です。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番 黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

やむを得ない話ではあるんですけれども、今後やはりこういった事例が相当多く

なってきそうな気もするんですよね。だからもう一度、確認していただいて、きっ

ちりと、誰にも不利益にならないように運用をよろしくお願いいたします。

【議長 那須 富重】

他に質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。
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（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、議案第６９号 美郷町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６９号 美郷町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

日程第７ 議案第７０号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議

題とし、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番 黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

いわゆるこれは「特別な事由がある者」という大きいくくりだったのを、事由を

細分化した形になるんですが、例えば、これに該当しないような事由というのはも

うないのか。もし、そういうものがあった場合には、どのように対応するのかとい

うところを教えてください。

【税務課長 甲斐 武彦】

議長。

【議長 那須 富重】

税務課長。
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【税務課長 甲斐 武彦】

今回の改正で、事由というのが３つに分割されたわけなんですけど、今までの対

応の中でその全ての事由はこの３つの中に入るということになります。

この事由なんですけれども、これは県の国保運営方針に基づきまして運営を行っ

ているものですから、これを細分化したからといってうちの運営が変わるわけでは

ございます。いわゆる条例でしっかりと明文化したということでございます。

以上です。

【議長 那須 富重】

他に質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、議案第７０号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の採

決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７０号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

日程第８ 議案第７１号 令和３年度美郷町一般会計補正予算（第５号）を議題

とし、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。
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【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番 黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

ちょっと幾つかお伺いいたします。

まず、説明資料の４ページ、予算書１６ページです。

レイクランドの整備ですね、歩道というかそっちのほうの整備の件なんですけど、

なぜ遊具設置のときに一緒にしなかったのか。こういう後出し、後出しでどんどん

どんどん何か出てきてるのが最近よく見るので、なぜ一緒にできなかったか、理由

があれば教えてください。

続きまして、説明資料の１１ページ、予算書の１４ページです。

栗の調査の件なんですけど、山三ケの部分の単価が高いんですよね。その理由が

あれば、教えてください。

同じく栗の関係で、説明資料１２ページです。

栗苗の補助ですが、これは結構、話題になっていたんですが、本数とかそういっ

たのもの制限というのはどのようになっているのかというところを教えてください。

続きまして、説明資料１３ページです。

ちょっとこれ、私の勉強不足なんだと思いますが、西郷フルーツ加工施設という

ものが出ております。これをちょっと説明してください。

説明資料１５ページです。

スマート畜産、例えば、どういったようなことを想定していて、どういった補助

があるのかというところを教えてください。

説明資料２８ページです。

コテージのＡＥＤ、重要なことなんですが、ほかのコテージ、そのほかのそうい

った施設に関しては整備はもうなされているのか、そういったところを教えてくだ

さい。

説明資料の３１ページです。

有料映画、いいんですけれども、題名から見たときに、「見たいのかなあ」とも思

ったもので、この映画を選定した基準というかそういったものがあれば教えてくだ

さい。

同じく３２ページです。

電話の自動録音装置という件なんですけど、非常にいいことだと思うんですね。

最近、いろいろな企業でも取り入れてます。学校だからということもあるんでしょ

うが、ほかの庁内、ほかの部署ですよ、例えば、農林振興課ですとか総務課、そう

いったところの対応、そういったのもこういったことをするべきではないかと思う

んですが、その辺りの対応というのを教えてください。

以上です。

【企画情報課長 田常 浩二】

議長。



15

【議長 那須 富重】

企画情報課長。

【企画情報課長 田常 浩二】

４ページの石峠レイクランドのアプローチですとか階段の補修工事についてであ

ります。

５月に遊具施設をオープンしたんですけれども、オープン時点はもう利用をして

いた部分だったんです。

ただし、オープン後に遊具のすぐ上に一番近い階段があるんですけど、そこは子

供さん連れの方が多く利用したことが要因だと思うんですけども、踊り場の部分が

下がってしまって、その後すぐ封鎖して使用できないような状態にしました。ただ

し、一番そこが遊具への一番近い部分でもありますことから、今回、そこの修復と

いうことで７０万円程度の予算を上げさせていただいたものでございます。

それから、１番のアプローチの階段の補修につきましては、利用者の方から、ベ

ビーカーなんかを押す際に、ちょっとそういうルートが見つからないということが

声をとして上がりまして、一番最短ルートといいますかベビーカーを押すのに最短

ルートであります階段部分をスロープ化するというものでございます。

今後、施設の日常点検をしっかりやりまして、こういったことのないようには気

をつけてまいりたいと思います。

以上です。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 那須 富重】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

まず、１１ページの山三ケの単価が高いという件なんですけれども、山三ケにつ

いては、栗園の１筆の面積が広いという点と、あと山の中に存在する栗園があると

いうことと、急傾斜地であるということで、単価を上げております。

続きまして、１２ページの苗木の件なんですが、苗木の本数については、これは

今まで常任委員会の中で説明してきたとおりなんですが、年間２ヘクタールの拡大

を目指すということで、１反当たり約４０本、慣行栽培で行きますと４０本なんで

すが、８００本ほどを新植に充てるということで、２ヘクタールを確保しておりま

す。残りの２００本については、改植と補植に充てるということで、１，０００本

という本数を計画したところあります。

続きまして、１３ページの西郷フルーツ加工施設です。

これについては、果菓子屋の今、使っている施設であります。

それから、１５ページのスマート畜産についてです。

これについては、今、牛温恵とかそういった高性能の機械があります。今回、該

当している畜舎なんですが、これについては県の基準に基づいた畜舎ということで、

今回、県の事業の対象となったということで予算計上をさせていただいたところで

あります。

以上です。
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【北郷地域課長 泉田 浩文】

議長。

【議長 那須 富重】

北郷地域課長。

【北郷地域課長 泉田 浩文】

先ほどのＡＥＤの件につきまして、御説明申し上げます。

中小屋地区、スカイロッジ銀河村と中小屋天文台がございますが、この両施設と

もに今までＡＥＤがございませんでした。今回、ＡＥＤを設置することによって、

この両施設を使われる利用者の方、また、林業等で山で事故に遭われた方とかそう

いった方が必要とされる場合には、ここのロッジの管理棟のほうに設置をしており

ますので、これを使っていただきたいということで今回、整備を進めるものです。

以上です。

【企画情報課長 田常 浩二】

議長。

【議長 那須 富重】

企画情報課長。

【企画情報課長 田常 浩二】

ほかのコテージに配置されているかという件ですけれども、ほかのコテージで言

いますと石峠レイクランド、また、南郷のコテージ山霧ということになりますけれ

ども、石峠レイクランドについては温泉施設と一体的となっておりますので、間違

いなく設置されているんですけども、ちょっとコテージ山霧については、現時点は

ちょっと把握しておりませんので、また後ほど回答させていただきたいと思います。

【教育課長 石田 隆二】

議長。

【議長 那須 富重】

教育課長。

【教育課長 石田 隆二】

映画の上映の件ですが、本事業は宮崎県教育庁生涯学習課が国立美術館、国立映

画アーカイブの依頼を受け、毎年、優秀映画鑑賞推進事業を実施するものでありま

して、実際の募集を行っております。昭和１１年から平成２３年にかけて制作され

た日本映画の中から、映画史を代表する作品や当時の国民からより多くの好評を得

た作品について、全国各地で上映するものであります。

今年、今回、本町におきまして芸術文化振興の事業として応募したものが採択を

受けたものであります。

特に、大体映画４本くらいをパターンに分けて組んであるんですが、その中から

希望するものをということで、特に以前、黒澤明監督が監督を務めた「悪い奴ほど
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よく眠る」をはじめとしたその時代の優秀な作品を４本選出したところであります。

特に、これについては、他の市町村で上映されたときも非常に評判がよかったと

いうものを選ばせていただいております。実施については、１２月１２日を予定し

ておりまして、観覧料を一人５００円としておるものであります。

美郷町民の皆様は文化の意識が高く、昨年、実施しました旅する美術館において

も５２０人を超える来場がありまして、延岡の会場よりも多かったということを聞

いております。非常に皆さんの意識が高いと思っておりますので、ぜひ、来場して

いただいて映画を鑑賞していただければと考えております。

以上です。

【総務課長 下田 光】

議長。

【議長 那須 富重】

総務課長。

【総務課長 下田 光】

電話の自動録音につきましては、一応、行政サービスとかそういうものに対する

電話での苦情とか要望とかいろいろありますけれども、直接、電話の対応で一応、

できております。

状況を見ながら、また今回、学校のほうがそういうふうに設置しますので、そう

いう状況を見ながら、今後、検討していきたいと思っております。

以上です。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番 黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

まず最初の遊具の件です。

要は最初の設計をしっかりやってくださいねということなんですね。だから開放

した後に、そういう後で歩道のところかが悪くなってきたと。よくある話で、聞き

入って補正でよく見るんですけれども。じゃなくて、やはり最初に整備する時点で、

もうそういったところもチェックしながら予算化していったほうがいいんではない

かということも含めてなので、ぜひ、今後とも御留意いただければと思います。

山三ケの単価が高いというのは、意味は何となく分かりました。これは人数とし

てはすみません、調査をする側の人数ですか。調査者の人数というのはどのような

予定なのか、山三ケ地区とほかの地区それぞれ何人くらいずつとかいうのが分かれ

ば、教えてください。

栗苗の補助、すみません聞き方が悪かったんですが、いわゆる補植、改植などの

ときに、何本以上というのが前、ありましたよね。その分をどうしたのかという点

です。できたら１本くらいから、１本からではいいんではないかという話が議員の

ほうからは出ておりましたが、そういったところはどのようになったのかという点
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です。

フルーツ加工施設果菓子屋というのは分かりました、ありがとうございます。

スマート畜産の件ですが、これは要は今の話を聞くと、畜舎を造る全体的なとこ

ろの補助であるということ。例えば、そういう機器、備品をそろえるための補助と

いうのはまた別に、例えば、今の畜舎でそういう備品を用意しようとした場合の補

助はあるのかというのを追加で教えてください。

ＡＥＤの件は後で、委員会時でも構いません、お願いします。

映画の選定なんですけれども、正直、アーカイブなのでやむを得ない、いわゆる

名画といわれるものの中からの選定なのかなと思いながらも、題名だけ見たときに、

果たしてある程度、いいのかなというのも何となく思いたくなるような題名ですよ

ね。もう少しこう明るい感じのというか、いうのがあってもいいのかなとも思った

んですが、もうこの４本に当初から絞られて指定が来てたのかという点が確認でき

ればと思います。

自動録音の件なんですけども、本当にもうトラブルがないのはいいことなんです

けれども、もしものときのための、今はほとんどの企業がやってきてるので、やは

りある程度、集中的にどこかでできるんであれば、それでもいいと思いますし、問

合せの電話に関しては録音していくとかいう何か制度があってもいいのかなという

ふうにも思うので、また御検討いただければと思います。

すみません、幾つか補足の説明をお願いします。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 那須 富重】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

まず、山三ケの調査の人数ですけれども、山三ケ地区については調査対象者が４

４名であります。その他、平地のところについては１３４名ということで、調査対

象者が全部で１７８名で、調査員については、これから検討していく予定にしてお

ります。御理解いただきたいと思います。

続きまして、苗木の改正内容についてですが、現行は４０本以上購入して１反以

上に植栽する場合が対象でありましたが、今回は面積要件を撤廃しております。２

０本以上を対象にしておりまして、これまでは新植については３分の１の補助、改

植については５分の１の補助でありましたが、今回は、これに補植も付け加えまし

て、新植、改植、補植共５分の４の補助要件としております。

続いて、スマート畜産の件なんですが、機械購入等も補助対象になります。今回

は畜舎のみが対象となっております。

以上です。

【教育課長 石田 隆二】

議長。

【議長 那須 富重】

教育課長。
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【教育課長 石田 隆二】

選定については、この４つの映画、幾つかのパターンで出ているものをこちらで

選んで応募するんですが、最終的な決定は国立映画アーカイブのほうから「これで」

ということでの決定が来ております。一応、要望は３パターンくらいしたところで、

こちらが選定されたということになっております。

以上です。

【議長 那須 富重】

他に質疑はありませんか。

【３番 川村 義幸】

議長。

【議長 那須 富重】

３番 川村 義幸議員。

【３番 川村 義幸】

説明資料の１３ページ、南郷無田地区と西郷舟ヶ迫地区の土壌改良の検査の件で

す。

何か使用目的があってのこれをやるんですか。何もなしで取りあえずはやってみ

ようという、検査だけやろうということなのか。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 那須 富重】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

１３ページのこのスマート農業等生産団地創出支援事業につきましては、県の新

規事業で、本年から令和５年までの事業であります。

この事業の目的が、地域の特徴に応じた農業生産団地の計画づくりから具現化す

るまでの手法を構築するという目的で、本来は導入しようとする作物を先に決定し

て、それからその作物の生産団地を創出するという事業であります。

ただ今回、県のほうから、特別の御配慮をいただきまして、この両地区について

は、作物が全く育たないということで、その調査をさせていただけないでしょうか

ということで御相談したところ、了解をいただいたところであります。

今回、この事業によって、まず土壌の物理的試験、透水性とか密度試験とかそう

いうものを行って、土壌診断も同時に行います。土壌診断の結果で適した作物があ

るかどうかというのを判断しまして、もしそれでも作物がないということであれば、

土壌改良、例えば、暗渠改修とかそういう面も含めた調査もしていただくようにな

っております。

最終的には、その結果を地元のほうに報告しまして、地元説明を行っていく予定

としているところです。
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ですから、本来は作物を先に決定してからの事業になるんですが、今回は土壌調

査を先行してやっていくということになっております。

以上です。

【議長 那須 富重】

他に質疑はありませんか。

【１番 山本 文男】

議長。

【議長 那須 富重】

１番 山本 文男議員。

【１番 山本 文男】

１５ページのワイヤーメッシュ柵について、質問します。

野生動物はどのような動物を予想しているのか。

柵をよじ登る動物だったら効果がないような気がして、もしかしたら柵をして何

かあるのかもしれませんが、その辺りのことをお願いします。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 那須 富重】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

ここにつきましては、聞き取りを行ったところ、狸かアナグマということで聞い

ております。ですから、ワイヤーメッシュ柵で対応はできるかと思っております。

以上です。

【議長 那須 富重】

他に質疑はありませんか。

【８番 森田 久寛】

議長。

【議長 那須 富重】

８番 森田 久寛議員。

【８番 森田 久寛】

３点ほど、お伺いいたします。

まず最初に、説明資料の１８ページです。

建設課の町道管理のほうで、私、６月の一般質問の中で、町道に関しては、林道

もですが、管理をしていただいてるが高枝が垂れ下がって非常に危険性が高い、邪

魔になるということで、できれば地区の住民で今、少しずつボランティアを募って
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切ってるところなんですね。だから、「それの予算が相当かかるので、どうか町のほ

うで予算措置はできないか」という質問をしたところ、「非常に危険性が伴うので、

地区住民に対するそういう予算措置というのは非常に厳しい」というような意見を

ちょっと、答弁を聞いたような気がするんですね。少し間違っているかもしれませ

んが、今後やはりそういう高枝に対する除去予算というのは全然、これとは別につ

けないと、相当かかると思うんですよ。だから、その点について、お伺いしたいと

思います。

それと、２６ページの南郷茶屋の立木伐採委託料についてですが、委託料１６万

円とあるんですが、しょっちゅう通るんですけど、そう大きい木は立ってないよう

な感じがしたんですが、こういうときの見積りはどこのさせるのかなと思って。後

の廃棄処分の処分料も考えての料金だろうとも思うんですが。

それと同じように４０ページに、南学園のイチョウ木５本で４０万円という見積

りが出てるんですが、かなり大きい木が立ってるような気がするんですが、こうい

う場合にはイチョウの木というのは、本玉の１玉が高いんですよね。こういう木に

対する販売とかそういうところまで考えた上での予算措置、今後、考えるべき予算

なのか、そこ辺の説明をお願いいたします。

【建設課長 林田 貴美生】

議長。

【議長 那須 富重】

林田建設課長。

【建設課長 林田 貴美生】

御質問のありました高い枝木に対する回答でございます。

何度も言ってるとおり個人所有の木が影響しているものと考えておりますので、

どうしても危険であるという木につきましては、再度ちょっと調査を行いまして、

町長と協議をしまして今後の対策を検討したいと思っております。

以上です。

【教育課長 石田 隆二】

議長。

【議長 那須 富重】

教育課長。

【教育課長 石田 隆二】

美郷南学園のイチョウの木の伐採についてなんですが、一応、大きい巨木である

ということと、下にトイレ等の建物があるとかそういったことがあって、今回は見

積りとか設計段階において２５トンのラスタークレーンといったクレーン車も使う

ということでの見積りとなっております。

ただし、その巨木を切って、それが売れるかどうかということについては、ちょ

っと切ってみないことには分からないところもありますし、その歳入については予

算の中では計上を考えておりません。

一応、伐採作業賃だけで設計をしているところであります。
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【南郷地域課長 川野 一郎】

議長。

【議長 那須 富重】

南郷地域課長。

【南郷地域課長 川野 一郎】

２６ページのケヤキ等の伐採の委託につきましては、町内の林業業者に見積りは

お願いしております。

それから、地域住民から要望があったもんですから、公共作業班のほうでできる

枝打ちとかそういった簡単なものは既に済ませております。

以上です。

【８番 森田 久寛】

議長。

【議長 那須 富重】

８番 森田 久寛議員。

【８番 森田 久寛】

町道の管理については、確かに今度、危険木の調査ということで区長宛てに全部、

回しておりますよね。

それで、相当、出てくると思うんですが、その危険木というのはやはり相当、大

きな木とか地元の人たちでは全然、切れないような木を恐らく差していると思うん

ですよね。そういう木が大分、斜めになっているところが見受けられるわけですが。

私が言うのは、やはりそれ以外に、今、間隔は１メートルくらいまでしか切って

ないものですから、非常に格好が悪いですよね。トラックが通って１１トンクラス

になりますと、かなり支障を来しているようなところが多いということで私たちは

切り始めたんですけどね。なかなか思うように労力が足りなくて作業ができないよ

うな状態なんですよね。

それでもなかなか町が予算措置ができないということであれば、もちろん時間が

かってもやはり地元住民で除去していかなければならないというふうに考えておる

ところでございます。

それと、南郷茶屋の件です。

これも確かに手間がかかりますよね。家に邪魔したり、傷つけたらいけないとい

うことで。できれば、ぎりぎりの予算で出してるのかなというふうに考えるんです

が、ただ、このイチョウの木に関しては、やはりそういうクレーンとか持ってくれ

ば、その移動代とかリース代で相当、かかると思うんですが、適切な価格といえば

適切な価格、高いんじゃないかといえば高いんじゃないかというふうに、自分はあ

まりこういう仕事をしていないから分からないんですが、今後、十分、検討しなが

ら、そういう見積り業者というのを選定してからやっていくと、もう少し安くなる

のかなという気がしないでもなかったものですから、質問をさせていただきました。

以上です。答弁は結構です。
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【議長 那須 富重】

他に質疑はありませんか。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番 園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

質問が森田議員の分とかぶります。その南郷茶屋のケヤキ、１本は枝打ち、１本

は枯れかかったケヤキの伐採。もういっそのこと枝打ちじゃなくて伐採するわけに

はいかないのかなという点が１つ。

それと、南学園のイチョウと併せて伐採ということですが、地域課と教育課で横

の連携で同じ業者に選定したほうが、もろもろの経費が削減されるんじゃないかな

と思いますが、その点について答弁お願いします。

【南郷地域課長 川野 一郎】

議長。

【議長 那須 富重】

南郷地域課長。

【南郷地域課長 川野 一郎】

その２６ページの南郷茶屋のケヤキの伐開の件でございますが、根本から伐開す

るということも一応、検討はいたしました。

ただ、景観ということもございまして、今回は枝打ちをしてその様子を見るとい

うことで枝打ちということにしたところでございます。

横の連携につきましては、また、教育課と検討させていただきたいというふうに

思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

ちょっと現場に行ってケヤキを見ました。非常に大きくなってるんですが、その

まま根こそぎ切ってしまうと何かもったいないような気が見た感じしましたので、

屋根に支障がないように、ある程度、落としていって、それはそれで残していくほ

うがいいんではなかろうかという話をしました。

そして、査定のときに見積りの違うところが２か所ということで、今、教育課と

その地域課という話がありまして、そこ辺をやはり合わせていったほうがいいっち

ゃないかということでしてますので、それで何とかなるかなあと。
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森田議員が言いましたように、やはりそのイチョウの木を売るという考え方が必

要かなと。その収入は雑収入で上げていくということです。

以前、田代小学校のセンダンの木なんですが、それを３本ばかし切った経緯があ

ります。大きくてどんどんどんどん枝が落ちてきて児童のほうに非常に支障が出て

きたということで、自分が教育委員会のときですけど、切ってある程度、どのくら

いの長さでということで、売られるような長さで玉切ってくれということで、大径

材になりましたので、そのときには都城のほうに運んだと思うんですが、全部で３

０万円くらいの収入があったということで、それをそのまま一般会計の雑入という

ことで、その相殺はしなくて、払うものは払う、入れるものは入れるという、やは

りそういう形でこのイチョウの木を見たときに、お金になりゃせんかという頭もあ

りましたので、そういう感覚では査定はしたつもりであります。

以上です。

【９番 園田 義彦】

議長。

【議長 那須 富重】

９番 園田 義彦議員。

【９番 園田 義彦】

南郷茶屋のその横のケヤキ、景観とかの判断なら、それもそうかなあと思います

が、ただ、その近くにあるケヤキのように将来、枯れたときにまた大変なことがあ

るがなと思っての質問でした。

横の連携は結構です。分かりました。

【議長 那須 富重】

他に質疑はありませんか。

【１０番 山田 恭一郎】

議長。

【議長 那須 富重】

１０番 山田 恭一郎議員。

【１０番 山田 恭一郎】

１点だけ、２５ページ、アロマプロジェクトビジネスという項目がございまして、

地域おこし協力隊が活動されているということですが、その今の現況はどういうふ

うになっているのか。

それから、福岡県に３泊４日で行かれるということで、その時期、それと、嗅覚

反応分析講座受講という講義の内容はどういうものなのか、その３点をお伺いいた

します。

【政策推進室長 沖田 修一】

議長。
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【議長 那須 富重】

政策推進室長。

【政策推進室長 沖田 修一】

今の協力隊の活動の内容なんですけども、今、５月上旬に着任しまして、今まで

の活動につきましては、協議会がありますけれども、そういうので事務局等を務め

ていただいておって、今、アロマの商品名とかマーク、デザインとかいうものを進

めております。

あと、アロマの蒸留の試験をしておりまして、来週か再来週頃に宮崎大学のほう

に行くんですけども、いわゆる蒸留したやつの性能分析とかをして、どういった蒸

留の方法が一番いいものが取れるかというのを研究をしているところでございます。

この福岡の３泊４日につきましては、この嗅覚反応分析講座の受講をするための

旅費でございます。

ちょっとこれ、いつ受講するか、ちょっと手元に資料がないんですけども、この

嗅覚反応分析講座というものは、アロマの匂いを嗅ぎ分けるのではなくて、我々人

間の体臭を嗅ぎ分けて、それを分析することによってその人の体調が分かるという

ことです。

ですので、その体調によってこういったアロマを変えてもらえば、体調は改善で

きるんだというような勉強、そういった資格を取るということで、これは民間の資

格なんですけども、大変、何か珍しい資格であって、いわゆる匂いによって体調が

分かれば、ほかの健康指導、いわゆる食事の指導とか運動の指導とか、そういった

ものにも応用ができるんじゃないかというふうに考えまして、ちょっと金額的にも

高かったんですけども、ぜひとも行って勉強して、どういったものに活用できるの

かということで、行っていただきたいということで一応、予算の計上をしておりま

す。

以上です。

【１０番 山田 恭一郎】

議長。

【議長 那須 富重】

１０番 山田 恭一郎議員。

【１０番 山田 恭一郎】

研修ということで、それがビジネスにつながってくれればいいなあというふうに

思いますが、地域おこし協力隊、３年が任期なんですが、３年が終わったら、もう

資格は取ったがいいわ、おらんなるというふうになっても、もう元の木阿弥という

か、ですので、そこ辺のビジネスに展開して地域に根差してもらう、ここに滞留し

てもらうと、そういうものがきちっとないと、やはり投資の効果がないと思います

ので、そこ辺を今からまた根回ししていただきたいなと思います。

質問を終わります。

【議長 那須 富重】

他に質疑はありませんか。
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【７番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 那須 富重】

７番 甲斐 秀徳議員。

【７番 甲斐 秀徳】

説明資料の１２ページです。

栗について、ちょっとお伺いしたいと思います。今回は２０本以上で５分の４の

補助ということで、恐らく相当数の人たちが応募するものと思われますが、これは

まずは第一に、部会員以外でもいいのか、部会員じゃないと駄目なのかということ

が１つ。

それから、これはどのような方法で周知を行うのかということが２点目。

３番目が、新植、改植、補植、これはどちらを優先していくのかと。全部一緒な

のか、それとも新植のほうが優先するのかということも含めて、３問について、お

伺いしたいと思います。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 那須 富重】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

苗木の販売については栗部会員に限るということであります。に限って補助を行

います。

周知の方法につきましては、一応、栗部会を通じて周知を行います。

それから、新植、改植、補植の優劣ということなんですけども、基本的には年間

に２００タールの拡大を目指していくということでありますので、新植を優先して

行っていきます。それから改植。補植については、一番下のほうということで、新

植を優先的にやっていきたいと考えております。

以上です。

【７番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 那須 富重】

７番 甲斐 秀徳議員。

【７番 甲斐 秀徳】

その部会員ということなんですけども、新たに始めてみようかなあという人がお

られたときはどうするんですか。それについて、お伺いします。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。
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【議長 那須 富重】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

これについては、部会員に入っていただくということも１つの目的としておりま

すので、苗木を購入される方は「部会に入ってください」ということでお願いをし

ていきたいと思っております。

以上です。

【７番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 那須 富重】

７番 甲斐 秀徳議員。

【７番 甲斐 秀徳】

そしたら、その部会員と同時に受付というような形で捉えていいんですね。入る

ときに「部会員になるから、私も新植したい」とか。家の周りでちょぼっとやって

る人たちがいて、部会員になってなくて、じゃあついでだから部会員になって補植

もする、改植もするというような形の方もいらっしゃると思うんですけど、そうい

う捉え方でよろしいんでしょうか。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 那須 富重】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

一応、部会員になっていただくということを条件に行っていきたいと思います。

以上です。

【議長 那須 富重】

ほかに質疑はありませんか。

【２番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 那須 富重】

２番 中嶋 奈良雄議員。

【２番 中嶋 奈良雄】

１７ページの林道維持管理の件でちょっと聞かせてください。

最近、頻繁に通る林道があるんですけど、そこの両脇が茂ってよく言われるんで
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すけども、桃野尾線なんかは北部産業さんが水道の管理をしていますので、あそこ

辺が非常に悪いということで、年２回くらい切ってもらってるんですけども、そう

いうところと、小原辺の林道、あそこ辺もやはり仕事に行く関係上、やはり茂って

いるという話も聞かれますし、清水沢線もやはり上から下ってくる車もありますの

で、そこ辺のところもできたら、これに３７路線とか書いてありますけど、そのう

ちに入ってると思いますけども、日頃、交通量の多いところをできたら優先的にし

てもらいたいというのがあります。

以上です。

【建設課長 林田 貴美生】

議長。

【議長 那須 富重】

林田建設課長。

【建設課長 林田 貴美生】

除草作業については、本当に苦慮しているところなんですけれども、この前も言

ったかもしれませんけれども、新たに除草剤の使用というのを極力、考えていきな

がら、いい時期にまいて枯らしていくというような手法もあるのかなと思っており

ますので、ちょっとまた現場を確認し、ちょっと限られた予算ではありますけれど

も、対応できるかを検討したいと思っております。

【議長 那須 富重】

他に質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、議案第７１号 令和３年度美郷町一般会計補正予算（第５号）の採決

を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
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（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７１号 令和３年度美郷町一般会計補正予算（第５号）

は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

日程第 ９ 議案第７２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１０ 議案第７３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）

日程第１１ 議案第７４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第１号）

日程第１２ 議案第７５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１３ 議案第７６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１４ 議案第７７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１５ 議案第７８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第３号）

【議長 那須 富重】

お諮りします。

議案第７２号から議案第７８号までの７件を一括議題とし、一括して質疑を行い

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

異議なしと認めます。

したがいまして、７件を一括して質疑を行うことに決定しました。

【議長 那須 富重】

これから、７件を一括して質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番 黒田 仁志議員。
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【５番 黒田 仁志】

国保会計説明資料の３４ページ。

事務処理標準システム導入委託料３，６５０万円、本当にこのシステムは毎回、

毎回、思うんですが、高いなあというのが毎回、思うんですよね。どうしても導入

する必要があるかというのも検討されているかと思います。もちろん、書いてある

とおり交付金の対象であるからということもあるのかもしれませんが、何か高いな

あと思うんですが、やはりどうしても要るもんですかねというのも含めてお願いし

ます。

それから、病院会計のほう、説明資料の３７ページです。

人材交流ということをやるということなんですが、ちょっとすみません、具体的

にもう少し説明をお願いします。

以上、２点お願いします。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 那須 富重】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

黒田議員が御指摘のとおり、電算につきましてはうちの町民生活課が所管してい

る分だけでもかなり補修委託とかも経費がかかっているところでございます。

この国保関係の事務処理標準システムの導入につきましては、もうほぼ県下一斉、

同じシステムの導入を進めるということで、メリットとしましては各自治体独自で

委託料、補修をしているものが、これは年度の制度改正があるたびに個別にシステ

ム改修とかそういうものがなくなるというメリットはあるようでございます。

ただ、その具体的な金額につきましては、まだ示されておりませんので、どのく

らいメリットが額に反映されるのかは今のところは申し上げることはできないとこ

ろでございます。

ただ、ちょっと記憶でははっきりしませんけど、１村だけ導入を見合わせている

ところもあるにはあります。恐らく、その中で具体的な検討をした結果であろうと

思いますけれども、大半の自治体につきましては導入したほうが事務の効率化、そ

れから維持管理の面でメリットがあるという判断をしているところでございます。

以上です。

【地域包括医療局事務長 黒木 博文】

議長。

【議長 那須 富重】

地域包括医療局事務長。

【地域包括医療局事務長 黒木 博文】

人材交流事業につきまして、御説明を申し上げたいと思います。

県担当部署は総合政策部の中山間地域政策課が担当になります。
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事業の概要としましては、予算額が今年は３４９万９，０００円ということで、

美郷町と西米良村でこの事業を行うということになっております。

事業の目的としましては、中山間地域における人材の確保育成を図るため、中山

間地域と都市部の間で相互人材交流による研修環境の整備を図るということが目的

で、事業の効果としましては、中山間地域における研修機関の向上により、働く人

の意欲や資質の向上、事業者の成長等が図られ、働く場の魅力向上につながるとい

うことを効果として期待しております。

一応、対象者としましては、西郷病院からは１名の方、礒貝君、宮大から富井さ

んが来られて、看護師１名、１名の人材交流を行うということになっております。

本当は協定の締結式があったんですけど、コロナの関係で中止になりました。

９月の補正要求としては、歳入で県補助金１２７万２，０００円、歳出について

は既存の予算で対応ということで、予算に計上しているところであります。

以上です。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番 黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

まず、国保のシステムの件なんですけど、導入するとかそういう際によく聞くの

が「本当にメンテナンスが下がりますよ」と、言いながら、ほぼ毎回、毎回。前、

会計してたからちょっと分かるかもしれません。１，０００万円近い額が必ず何か

出てくるんですよね。高いなあ、高いなあと毎回、私が言ってるのはよく聞かれて

ると思うんですが、やはりそういったところももう一度、しっかり確認を取って、

先ほど、「まだはっきり分からない」というところもあったということですが、しっ

かりやはり確認を取って、どこまでも、本当に県がきっちり負担して、あとはやっ

てくれるのかと。市町村にもう負担する余力はないよっていうことを、これは言っ

ていいと思いますけれども、ちょっと言っていかなければいけないかなと思います。

ぜひ、そういったところをもう一回、お願いします。

今、国はデジタル庁をつくってやっていこうという中で、市町村とかこの行政が

これだけ持ち出しよったら、何がするもんかという思いもするんですよね。だから

やはりそういったところを下げていくようなための動きというのも絶対、必要だと

思いますので、一つ一つのシステム、本当は連動できるシステムがもっとあってと

いうのも思ったりもするんですけど、何かそういったところをこっちからも提言し

ていくというのをぜひやっていただきたいというふうに思います。ちょっとその辺

りもう一回、お願いします。

人材交流、分かるんですけれども、要は目的、先ほど、言うように、要は中山間

での雇用促進という話になっても、何となく、「何でこれでなるの」っていうふうに

しか捉えられないんですよね。何か若い子なんかをいっぱい呼んできて研修させる

とか、そういうのもありなのかなとも思うんですけど。

そうじゃなくて、現在の経験者同士を入れ替えただけで、なぜそれが今後の人材

確保につながっていくという県の話なのかなあともちょっと思うので、もう少しそ

の辺り分かれば、説明をお願いします。
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【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 那須 富重】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

確かに、先ほど申したとおり、どのくらいうちに費用面のメリットがあるのかと

いうのは、ちょっと今のところはっきり申し上げることはできないんですが、また、

うちが恐らくカスタマイズしている部分も出てくるかもしれませんので、そういっ

た場合、うちが単独でそれを負担するのか、それとも一括して県がシステムの改修

をしてくれるのか、その辺りも含めまして確認をして、また御報告したいと思いま

す。

【地域包括医療局事務長 黒木 博文】

議長。

【議長 那須 富重】

地域包括医療局事務長。

【地域包括医療局事務長 黒木 博文】

御指摘のありました交流という形なんですけど、一応、今回は看護師と看護師の

交流でありまして、働く人の意欲や質の向上を目的としておりまして、働く場の魅

力向上につなげるための交流と、今回はですね。

その詳細については、今年できたばっかして内容を把握しておりませんので、今

回は看護師の交流ということでやっていくということで、県のほうからもそういう

依頼がありましたので、一応、今回は看護師の交流ということで位置づけておりま

す。

以上です。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番 黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

先ほどから言うように、本当いろいろなシステムがあって、やはり精査する必要

があると思います。もう一度、しっかりその辺りを全体的に見直しをやっていく必

要がそろそろあるんではないかというふうに思います。

もし、何かございましたら。

【総務課長 下田 光】

議長。
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【議長 那須 富重】

総務課長。

【総務課長 下田 光】

黒田議員おっしゃるとおり、電算関係に係る経費というのは非常に莫大なものが、

１億円近い支出が、経費がかかっております。電算機器のリース料から補修委託料、

それからクラウドの利用料とか、合わせますと１億円を超すんじゃないかと思いま

すけど。

業者ももう一応、選定されておりまして、その業者の単価も非常に高いものがあ

っていろいろと精査もしてきてるんですけれども、言えばどうしようもないという

ところもあることはあるんですよね。だからまあ、どこかの時点でまた、大きくそ

ういうシステムを見直す時期もあるのかもしれませんけど、現状では今のところで

継続していくしかないのかなというところがあります。

今回の町民生活課のシステムについては、うちがやっている基幹系の業務でアク

ロの業務があるんですけど、これを入れることで、その業務の委託料というかリー

ス料とかが減ってしまうという話も聞いておりますので、そういうところのメリッ

トがあるということで、そういうふうに導入するということにしております。

今後また、全体的に見直しをする必要があるのかなとは思っております。

以上です。

【議長 那須 富重】

それでは、１時間を経過しておりますので、ここで休憩を取りたいと思います。

再開を１１時１５分とします。

（休憩：午前１１時０５分）

（再開：午前１１時１５分）

【議長 那須 富重】

休憩前に引き続き、会議を再開します。

ほかに質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

お諮りします。

議案第７２号から議案第７８号までの７件を一括して討論を行いたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）
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【議長 那須 富重】

異議なしと認めます。

したがいまして、７件を一括して討論を行うことに決定しました。

【議長 那須 富重】

これから、７件を一括して討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、議案第７２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

続きまして、議案第７３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

続きまして、議案第７４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正
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予算（第１号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

続きまして、議案第７５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

続きまして、議案第７６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

続きまして、議案第７７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計



36

補正予算（第２号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別

会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

続きまして、議案第７８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第３号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

日程第１６ 発議第１号 美郷町議会会議規則の一部を改正する規則を議題とし

ます。

本案について、議会運営委員長より、提案理由の説明を求めます。

提出者 議会運営委員長 黒田 仁志議員。

【議会運営委員長 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

議会運営委員長 黒田 仁志議員。

【議会運営委員長 黒田 仁志】

それでは、発議第１号 美郷町議会会議規則の一部を改正する規則について、提

案理由の説明を行います。

第２条においては、議会における議員活動と家庭生活との両立支援策をはじめ、

男女の議員が活動しやすい環境整備の一環として、出産、育児、介護など議員とし
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て活動するに当たっての諸要因に配慮するため、育児、介護など議会への欠席事由

を整備するとともに、出産については母性保護の観点から出産に係る産前・産後の

欠席期間を規定するものです。

また、第３条においては、請願者の利便性の向上を図るため、議会への請願手続

について、請願者に一律に求めている押印の義務づけを見直し、署名または記名押

印に改めるものです。

以上の理由により、美郷町議会会議規則の一部を改正する規則を、会議規則第１

４条第３項の規定により、提案するものです。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、発議第１号 美郷町議会会議規則の一部を改正する規則の採決を行い

ます。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、発議第１号 美郷町議会会議規則の一部を改正する規則は、原

案のとおり可決されました。
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【議長 那須 富重】

日程第１７ 発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の

充実を求める意見書を議題とします

本案について、議会運営委員長より、提案理由の説明を求めます。

【議会運営委員長 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

議会運営委員長 黒田 仁志議員。

【議会運営委員長 黒田 仁志】

発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める

意見書について、趣旨説明を行います。

本案は会議規則第１４条の規定により提出するものです。

概要については、別紙の意見書案の朗読をもって代えたいと思います。

新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚

大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。コロナ

禍で、地方財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に

直面している。

地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、

雇用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の

増嵩が見込まれる社会保障等への対応に迫られており、このためには、地方税財源

の充実が不可欠である。

よって、国においては、令和４年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記

事項を確実に実現されるよう、強く要望する。

記

１．令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革

の基本方針２０２１」において、令和３年度地方財政計画の水準を下回らない

よう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障

関係経費が増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがな

されないよう、十分な総額を確保すること。

２．固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす

見直しは、断じて行わないこと。

また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講

じられた固定資産税等に係る特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべき

ものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。

３．令和３年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を

令和２年度と同額とする負担調整措置については、令和３年度限りとすること。

４．令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の

臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。

５．炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方

譲与税として地方に税源配分すること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和３年９月８日
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宮崎県美郷町議会

提出先につきましては、記載されているとおりです。

以上、説明を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御決定いただきますよう

お願い申し上げます。

【議長 那須 富重】

説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財

源の充実を求める意見書は、原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】

日程第１８ 認定第１号 令和２年度美郷町一般会計

歳入歳出決算認定について

日程第１９ 認定第２号 令和２年度美郷町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について
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日程第２０ 認定第３号 令和２年度美郷町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２１ 認定第４号 令和２年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２２ 認定第５号 令和２年度美郷町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２３ 認定第６号 令和２年度美郷町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２４ 認定第７号 令和２年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２５ 認定第８号 令和２年度美郷町国民健康保険病院事業会計

歳入歳出決算認定について

【議長 那須 富重】

お諮りします。

認定第１号から認定第８号までの８件について、一括して町長に対する総括質疑

にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

異議なしと認め、８件は町長に対する総括質疑とします。

これから町長に対する総括質疑を行います。

通告順に質疑を行います。

５番、黒田 仁志議員の質疑を許します。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番、黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

それでは、３問ほど、お伺いいたします。

まず最初に、翌年度繰越額の有効活用ということでお伺いします。

総額で２億７，８００万円ほどの繰越し。特に一般会計で１億５，８００万円、

あともう一つ気になったのが、簡易水道で１，１５６万円ほどの繰越しがあるとい

うことであります。この繰越額が例えば、１２月くらいにある程度、分かって、補

正とか組めたらいいなというふうにも思うんですが、余分に繰り越して、２億円と

いう繰越しはやはり相当、大きいなというふうに思うので、２億円というか実質、

３億円ほどですが。

できたら、補正で翌年度、行うはずの事業だったものを繰り上げて行うとか、そ

ういったことをしていったほうがいいんではないかということで、お伺いします。
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どれくらい想定できて、転用できるのがどれくらいあるかなということを少し伺わ

せていただきたいと思います。

もちろん、今回の繰越しはコロナ禍でいろいろな事業ができなかったという特殊

な事情もあろうということは配慮した上ですが、お伺いいたします。

続きまして、診療所事業特別会計と病院事業会計の統一についてということで、

本来、一般質問でするような内容ではあろうというふうに思うんですが、診療所事

業特別会計と病院事業会計を統一したほうがいいんではないかということで、お伺

いします。

あくまでも数字の上なんですけれども、診療所会計のほうは黒字、病院事業のほ

うが赤字という形になったときに、統一したほうがもう少しその幅も狭まることに

なりますし、今回、いろいろなコロナ禍の影響なんかもあって、先生や看護師の短

期であっち行ったりこっち行ったりというのがあったときに、一々、補正予算とい

う形で金額を対処して対応していったというところなんかも考えたときに、実質、

運営はもう医療局が行うということであれば、統一したほうがいろいろと動きやす

いところもあるんではないかというふうに思ったので、お伺いいたします。

続きまして、監査委員の意見書の意見があったことについて、その後の対応をお

伺いしていきたいというふうに思います。

まず、財政力指数の説明があった際に、「近隣よりこれが低い」というふうに説明

がありました。どのようにお考えになっているかということをお聞かせください。

続きまして、収入未済額が減っていることはもう素直に評価したいと思います。

本当に御苦労さまであります。

ただ、代表監査委員がおっしゃっていたように、もう残りがやはり厳しい局面、

いわゆるなかなか払ってもらえない人、そういったことになってきて厳しい局面に

入ってるのかといったところなどを少しお伺いしたいというふうに思います。

続きまして、工事検査についての指摘がございました。

これは昨年度の付記のところでも口頭で多分、話があったというふうに記憶して

いるんですが、この辺り、マニュアル化などいろいろな対策をしていく必要がある

んではないかというふうにも思うんですが、その辺りの今後の対応について、伺い

たいというふうに思います。

最後に、事務執行上の管理体制ということについてあったんですが、これはそれ

ぞれの課で委員会審議の中で伺いたいというふうにも思います。なので、それぞれ

の課、この辺りも踏まえて報告するように、これはお願いをしたいというふうに思

います。

以上、お願いいたします。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】
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最初の翌年度繰越額の有効活用についてということで、議員のおっしゃることは

よく分かりますが、１２月の段階で次、あと３か月、１２月入れて４か月を見越す

ことがなかなか難しいという場面もあります。

担当とすれば、予算はやはり残しておいて執行するという形で、それがいろいろ

な形の中において不足するということのほうが非常に心配をしますので、明らかに

事業が終わって、その時点において補正で減額してこちらのほうにという部分はあ

り得る可能性はあるという部分はあると思いますが、やはり全部、精査して落とし

て、そして違うものにという部分はなかなか難しいかなと思っております。

そしてまた、当初予算という部分を考えたときに、それで議員さんの了解を得て

るということを考えれば、救急に出てきたとこは別として、やはり次の年度でしっ

かりと措置したほうがよかろうというふうに、私は考えておるところであります。

また、実質比率で考えると３．３％くらいですので、５％以内ということで鑑み

れば、まあまあしっかりした執行になっているのではなかろうかと思っております。

ですので、救急に対処するときには、補正が間に合えば補正、あとは予備費とか

そういう形においてやっていきたいなあというふうに思っております。繰り越せば、

いずれどちらにしても一般財源の活用ということになりますので、一人一人が職員

がそこ辺を精査していけば、ある程度、その予算残といいますか執行残は減ってい

くものだと思っておりますので、そういう指導の中で、しっかりと過不足の調整と

いいますか、それはしていくようにやっていきたいというふうには思うところです。

その次の診療所事業特別会計と病院事業会計の統一ということで、これは電子カ

ルテとかいろいろな形で統合させていってますので、この特別会計と公営企業会計

が一緒にできるのかどうかという部分が非常に問題だという部分で、今、事務長の

ほうが県と協議をしながらやってると。

ですので、「いいですよ」という話で回答が来れば、統合することによってメリッ

トとデメリットが必ず出てくるのではないかと。それで、交付税とかそういうもの

まで見たときに影響が出てくるようであれば、やはり考えどころかなという気がし

ますので、それ以外なければ、法的に問題ありませんということであれば、そうい

う方向に進めていきたい。すぐにはできませんので、時間を頂ければなあというふ

うに、この部分については思っております。

続きまして、監査委員の意見書の意見についてということでありますが、「財政力

指数が」という話であります。

本当に財政力指数、１以上あるほうがいいに決まってることなんですが、いかん

せん今回、０．１７という数字であります。過去３年を見ますと、少しずつ上がっ

てきてるんですが、０．１４から０．１７になったということで、結果的にはそう

なんですが、やはり自主財源が少なくなってきてると。その自主財源が少なくなっ

てきてるというのは、やはり産業の振興とか人口の減とか、そういう生産労働力と

いうかそういう部分が非常に減ってきてるのが原因かなあと思っております。

私は、財政に対して、財政といいますか、いろいろな指標とか指数とか比率とか

ありますが、何が一番大切なのかなあという気がします。全てのそういうものは町

のものを見るときに大切でありますが、やはり今回の報告で「財政の比率、赤字決

算比率そういう部分を監査委員の監査に付して議会に出しなさい」という話であり

ますので、そこ辺が非常に大切な部分ではなかろうかというふうに思っております。

それと思うんですけど、この比率を何ぼか足し合わせたときの財政破綻というよ

うな数字が出てくるのではなかろうかというような気がしております。

ですので、夕張市のそういうものをちょっと見たというかネットで調べてみたら、
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４つくらいの指標を合わせて数字化すると。それを全国ずらっと出していくという

ことで、かなりの数字が、高い部分が、結局、財政破綻というか。そうしたときに、

美郷町を足したときに、もう１００にも満たないということでありますので、まあ

まあ健全な財政運営であろうというふうに思っております。

この財政力指数については、やはり自主財源の確保といいますか、それが一番大

きいことかなあというふうに思っておるところであります。

２番目の収入未済額ということでありますが、税務課職員、一生懸命いろいろな

形の中で、法的根拠の中でやっていっております。ですので、職員の頑張りに、ま

た私のほうも敬意を表してるということでありますが、町税の未収金につきまして

は、そういう訪問徴収とか分納誓約時により確実にその額を徴収してるということ

でありますが、その分納誓約によると、単年度で終わらないと。過年度までずっと

続くと。過年度ではなくて、翌年度以降にも続きますので、やはりその目減り分と

いいますか収納率とすると、少しやはり数字で見ると出てこないという部分があり

ます。

でも、やはりそういう納税者の方々の返済能力といいますか、そこ辺をしっかり

と話しながら、こういうことでいいですかということでやってきてますので、そう

いう人たちの利便性というか、払う意思があるということでありますので、やはり

それは長い年月でもちゃんと納めていただくという形のほうで完納をしていただく

姿勢が大切かと思っております。

また、詳しいことについては、その決算等審査特別委員会の中でお聞きいただけ

ればなあというふうには思っております。

工事検査でありますが、これは建設課のほうはある程度そういう形でしっかりと

した目ぞろえというかそういう中でやってきてますのでいいんですけど、やはり監

査委員が言った工事とかは全て建設課のほうにお願いしてますので、この委託です

よね。何々の委託でやはり検査をするという部分での評点のばらつきがある、その

ように受け取ったんですけど、なかなか難しい部分があるということですので、今

後、そういう研修を開催したり、そういう場所に行ったりして、ある程度、認識の

統一というか、また、建設課のほうでそういう研修の内容とか、実際に現場なら現

場、その委託なら委託という部分で、こういう形で評価してくださいという勉強会

も必要かなあというふうに思っておりますので、そういう形で実際にやっていきた

いというふうには思うところであります。

最後の「事務執行上の」という部分があります。

これは本当に決算等審査特別委員会に報告をさせていただきたいと思います。こ

の件に関して、担当、該当する課といいますか、それは税務課と健康福祉課という

ことであります。いろいろな形で審査会の中で、議員各位それぞれの立場で聞いて

いただければいいかなあと思っておりますので、また、こちらから担当課長がおり

ますので、そういう感覚で委員会に臨むと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番、黒田 仁志議員。
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【５番 黒田 仁志】

ありがとうございます。

まず、一番最初の翌年度繰越し、これの言いたいがところは、国・県なんかも今、

要はよく言うじゃないですか、通年予算的な。１５か月分予算みたいな言い方とか

して、要は仕事が切れないようなことを考えていってると。

今、実際、建設業なんかを見てると、そういう国・県の事業を拾えたところはい

いんですけれども、実際にやはり４月から６月くらいまでは、４月はまだ繰越しで

若干、やってるところがありますけど。５月くらいは、かなり仕事量が落ちて相当

きついというところもあるようにも見受けられますので、できたら、もう本当に前

回、国のところでもいろいろ言ったように、大きい事業に関してはやはり当初で説

明するべき話なんですけれども。

例えば、林道の補修であったり町道の補修であったりとか、そういったある程度

の事業をもう少しきめ細やかに出していけると、そういったところが助かるんでは

ないかなというところがあっての質問なんです。

ちょっとそういった趣旨で、もう一度そこをお願いいたします。

診療所特会と病院会計の件は、数年前にそよう病院というものを私たち、視察さ

せていただきました。そこは、病院の下に診療所がくっついた形で経営をしている

と。経営自体は、あそこもやはり２つくらいの診療所があったというふうに記憶し

てるんですが、完全に一体化した形で経営をしているというので、非常にサービス

が行き届いていってる。人員配置も要は病院だけではなく診療所も含めながら、人

の配置を、駒をうまく配置していっているというのを見たときに、非常に合理性が

あるなというふうに思ったところもありました。

だから、そういったところも含めて、もちろん先ほど、おっしゃられたように上

からのお金というものも、これ非常に大きいものがありますので、でも、そよう病

院がやれてるんだったら、ありなのかなというふうにも思いますので、お話しした

ところなんです。ぜひ、もう一度、そこもお願いいたします。

財政力指数に関して、もう何が何でもそこという話ではなく、ちょっとほかのと

ころでは他の町よりいいという話もあったわけですが、そういったことを考えると、

やはり先日の一般質問にも関わるところなんですけれども、もう少し攻めた財政出

動をしてもいいんではないか。健全な運営は、もう十分、評価いたしますが、もう

少し攻めてもいいんではないかと。投資的なところをもう少し攻めていくような予

算であってほしいなということで、お伺いしたところなんですが、そういったもう

少し攻めたらいかがかという点で、もう一度、お願いいたします。

収入未済額に関して、本当にいい、すばらしい。払う意思のある方との協働、一

緒に相談しながら進めていくと、非常にいい体制だというふうに思います。

が、問題なのは、そうじゃなくて払う意思がない人たちに対しての今後の措置、

どのようなお考えかというところをお聞かせください。

工事検査に関して、本当に建設課以外はなかなかそういった事業を抱えるという

ことはやはりないことなんでしょうから、やはり先ほど、町長が言ったような研修

を行うのか、もしくはそういったところの検査は、ある程度、建設課がもう少しフ

ォローしていくのか、それともマニュアル化していくのか、ちょっとその辺りをも

う一度、お願いします。

事務執行体制は、また後ほど。

【町長 田中 秀俊】
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議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

繰越し関係なんですけど、結局、年度内でちょっと残が出れば、早めにやってい

く分はいいんじゃなかろうかという部分でありますが、確かにそのとおりだと思っ

ております。

ですので、補正が出てくるというのはそういう意味かなという気がします。

ただ、補正のときにいろいろなものを落として、その分に財源をくっつける、一

般財源を切り替えるという話がなかなかぴしゃっとしてないという部分かなという

ことで、今までどおりやはりどうしても繰越事業とかそういうものはやってるし、

だから結局、補正とかいろいろなこちらが考えもしなかったものが起こるというこ

とは、予備費とかそういう形の中で町民の生活に不便を来さないといいますか、そ

ういう形の中で予算は執行してきてるという部分で、私は認識してるんですが。

そのときのというか、やはり先ほど言いましたように、まだあと４か月分の施行

の予算は確保していなければちょっと心配ということもありますので、そこよりか

は補正を認めていただいて、そういう部分にどんどん充てていくという形で、最終

的には繰越しがその５％以内くらいに収まっていればいいのかなと。

これをゼロにするなら、専決でやってしまえば一番早い話でありまして、そうい

うことではなくて、やはり決算上がどういう形がいいか悪いかという話じゃなくて、

その予算が町民のためにいかに有効に使われてきたかという部分を、しっかりとこ

ちらのほうでは精査していきたいなというふうに思っております。

黒田議員がおっしゃるのもよく分かりますので、今後の参考にしていきたいとい

うふうに思っております。

公営会計と企業会計と特別会計の部分ですけど、これは言われるように、精査し

て、やはり電子カルテとかそういうことでつないでいきますので、やはり利便性と

町民の安全安心というか、そこに行きますので、これは言われるように、議員さん

が蘇陽町の病院に行ってきたときにそういう形でやってると。やれないはずはない

ということでしょうから、ちゃんと精査して、何も問題がなければしっかりとした

形で統一という形に進めていきたいというふうに思います。

次の財政力の部分は、指数は仕方がないとしても、いろいろな形でやはりお金の

使い方になるんですが、結局、財政基準収入額と需要額という部分で、そういう形

の中で収入と需要がどっちが多いかという話になって、収入が多ければ全然、問題

はないという部分で、結局、自主財源やらがあるという話の中でいいんですけど、

逆でそういう形になってるという部分があります。

しかしながら、一番難しいのは、やはり経常収支比率が高い。今さっき言いまし

たように、いろいろな電算関係の保守とかそういうものが非常に高くなってきて、

やはりどんどんどんどん圧迫してきてると、硬直状態になると。１００を超すと硬

直状態ということで、今回、８９.ちょっということでありますので、少し減ったと

いうことは分母が少し大きくなったという部分がありますけど、そういう形の中で、

少しは落ちてきたんですけど、まだまだ予断を許さないと。

その中で、やはりそういうことばっかし考えて縮こまってしまったら、非常に問

題はあると。ですので、やはり使うときには使うという話の中でやっていきたいな
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あと。そのときの比率云々ではなくて、やはりこのときにはやらないかんちゃない

かと思ったら、皆さんにまた再度、いろいろな形で相談をしながら出していきたい

というふうに思っております。

工事検査については、そういう勉強会を通しながら、やはりマニュアル化をした

ほうがいいのかなと。こういうときにはこっちにいって、こういうときにはこっち

という部分で、ある程度、誰がしても同じような検査結果というか、そういう形に

なるようにマニュアル化を図っていくということがいいかなというふうに思ってお

ります。

あとの監査委員の事務執行上については、そういうことで聞いていただければと

いうふうに思うところであります。

収入未済額については、やはり悪質という話がつけば、これはやはり税の公平性

ということを考えれば、やはり強制執行というか差押え等をやってすべきではなか

ろうかと。なかなか非常に難しいというか、こういう町ですので、なかなかやりづ

らいというところもありますが、そこ辺は県との、県職員との人材交流の中でいろ

いろな県税のほうも相互交流ということで、この部分を県税にお願いしますという

ことで、県税のほうからちょっとここ辺をそんげして執行してくれんかというよう

なお願いはできると思いますので、そういう形を取ったり、あまりにも悪質であれ

ば、やはり税務課職員法にのっとって差押えをし、強制執行し、現金に換え充当し

ていくという形と取らざるを得ないという部分では思っております。

以上です。

【５番 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

５番、黒田 仁志議員。

【５番 黒田 仁志】

あと、細かいところはまたいろいろ委員会でお伺いしていきたいというふうに思

います。

特に、一番最初の問題だけなんですけれども、一番最初と監査委員の意見書の最

初に言ったように、「積極的な」というところでなんですけれども、例えば、やはり

イベントなんかがもう確実にできないよと、この分はもう昨年度、落としていって

るのは確認してるんですけど、例えば、その落とした分で、一昨日か一般質問で言

ったようにそういうＷｉ－Ｆｉの要はリモート授業ができるための準備をしっかり

していくとか、そういうことが本来、必要だったんではないかなというふうにも思

うんですね。

だから、今、こういう問題、このお金が浮いたところでこういう問題も出てるよ

というのも、もう一度しっかり精査していただいて、ぜひ、もう僅かな、「僅かな」

と言ったらいけないんですけど、少ない財源をいかにうまく使うかというのは重要

なことだと思います。繰越しがあるのもいいことなんですけども、できたらそれで

うまくそういった対応も、もう少ししていただけるといいなというふうに思います

ということで、質疑を終わります。

あとは、委員会のほうでお伺いしたいと思います。
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【議長 那須 富重】

それでは次に、通告順ですが、中嶋議員の質疑を許可します。

【２番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 那須 富重】

２番 中嶋 奈良雄議員。

【２番 中嶋 奈良雄】

定着医の確保について、お伺いします。

令和２年度主要施策成果に関する説明で、「診療所について、地域における医療サ

ービスのさらなる向上を目指して医業を執行してきた」とありますが、診療所にお

ける定着医の確保について、町長に伺います。

定着医がいなければ、医療派遣がなかなか難しいと聞いてますので、そこ辺のと

ころをいろいろとまた説明していただけるとよろしいかなと思います。

【議長 那須 富重】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

園田議員の一般質問の中で、定着医師の確保ということで答弁をさせていただき

ました。

これは、美郷町の医療提供体制を確実なものにするがためにという話で、診療所

とか国保病院ということでは縛りはしないほうがよかろうという考え方をしており

ます。

でも、美郷町に来たときに、来ていただいてこちらをお願いしますという話にな

っていくのかなあという気はします。ですので、美郷町の医療をお願いすることで、

そういう形の中で先生が来てくれればいいという部分で頑張りたいとは思っており

ます。

今年４月に、議員より定着医師の情報の提供があって、その医師と面接等を行い、

美郷町のために頑張っていただきたいというふうに思ったところであります。

面接を通して、最終的に来ていただこうということになったんですが、そのこと

で、今度はまた本人のほうに条件面とかいろいろ話さないかんというときに、電話

を事務長からさせたところ、「今回は辞退します」ということで、本人から連絡を受

けたということであります。

そのときに、その旨を総院長のほうが「中嶋議員には話しておきますから」とい

う話であったんですけど、そこ辺がうまく行ってなかったのかなあというふうに思

っております。せっかくそういう医師がいない地域に向こうからどうですかという
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話が来たときに、やはり渡りに船という感じでありましたので、そういう形で進め

ておりましたけど、今回そういう何かしら残念な結果になったと。何かそういうて、

いろいろな北郷地区の中で「雇わんかったげなわ」という話をちらっと聞いたりし

ますけど、それは事実ではないということであります。こちらとしては採用という

か、来ていただこうという感覚の下で進めておりましたところ、本人が辞退を申し

入れたということであります。

今後もいろいろな形で、またその先生が大分とこちらを行き来したりする中にお

いて、またその先生に話す機会とかそういう機会があろうかと思いますので、また

その中で、気が変わるというか、「いいですよ」という話になれば、また話は進めら

れるかなあという気はしております。

いずれにせよ、医師確保という部分で、やはり皆さんの力をお借りしながら早い

うちに１人でも２人でもと、最低やはり１人はと。先ほど、昨日も言いましたよう

に、お医者さんを探すのは大変なんですけど、誰でもいいという話ではやはりない

と。やはり人格とか人柄とかいろいろなものを考えたときに、やはりそういう気が

しておりますので、あまりこちらが条件をつけてという部分もどうかなあとは思う

ところでありますけれども、来ていただければ、すばらしいお医者さんのほうが町

民のためになるという思いがありますので、皆さん、今後とも御協力いただいて、

医師確保に努めてまいりたいと、そう思うところです。

以上です。

【２番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 那須 富重】

２番 中嶋 奈良雄議員。

【２番 中嶋 奈良雄】

確かに町長の言われたとおり、美郷町のために頑張ってやりたいということで、

何回か訪れたんですけども、私が思うには、ちょっと時間をかけ過ぎたのではない

かと思われるんですけども、そこのところは金丸総院長と町長、執行部の方々との

話合いがあって、ちょっと時間がかかったかなと思われますけども。

町長も、先日言われたように、「そういう先生があったら、こちらから出向いてい

って来てもらうようにしたい」と言われましたので、そういう機会がありましたら、

また積極的に受け入れてもらいたいと思います。

若いし立派な先生であったようでありますが、私としては残念だなあと思うんで

すが、南郷、北郷にしても定着医が本当に必要でございます。どうかどうか、よろ

しくお願いして、私の質問を終わります。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】
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少し時間をかけたということでありますが、議員から聞いたのが４月１４日、結

論を出したのが５月２６日ですので、１か月ちょっとということで、その中で、面

接等々あったり、スピーディーにという部分でやってきたつもりであります。

残念だなあというふうには思いますが、議員がおっしゃるように、今後もこちら

のほうに定住まではしないと思いますけど、またその部分でおるときにいろいろな

形でまた協力できますよという話になれば、またそういうお願いをしていきたいと。

繰り返しになりますけど、医師確保は本当に難しいんですが、議員さんの御協力

を頂きながら、頑張りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

【議長 那須 富重】

ほかに質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認めます。

これで総括質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

お諮りします。

認定第１号から認定第８号の８件について、議長を除く９名の委員をもって構成

する令和２年度決算等審査特別委員会を設置し、会議規則第３９条の規定により、

お手元に配付しております議案附託表のとおり、これに附託の上、審議したいと思

います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

異議なしと認めます。

したがいまして、認定第１号から認定第８号の８件については、議長を除く９名

の委員をもって構成する令和２年度決算等審査特別委員会を設置し、お手元に配付

しております議案附託表のとおり、これに附託の上、審議することに決定しました。

【議長 那須 富重】

引き続いて、特別委員の選任を行います。

お諮りします。

特別委員の選任については、委員会条例第８条、第２項の規定によって、お手元

に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】
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異議なしと認めます。

したがいまして、特別委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに

決定しました。

【議長 那須 富重】

ここで、委員長及び副委員長の報告を行います。

令和２年度決算等審査特別委員会の正副委員長については、申合せ事項及び議会

運営委員会決定事項のとおり、委員長に副議長の山田 恭一郎議員、副委員長に総

務厚生常任委員会、委員長、黒田 仁志議員、以上のとおりであります。よろしく

お願いいたします。

なお、特別委員長及び副委員長の任期は、今定例会の会期中とします。

附託した８件につきましては、令和２年度決算等審査特別委員長は、よろしくお

願いいたします。９月１４日までは委員会審査となります。明日、９月９日は９時

からの会議となりますので、時間を間違えないようお願いいたします。

【議長 那須 富重】

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会いたします。

【事務局長 小田 広美】

「一同・起立・礼」お疲れさまでした。

（散会：午後１２時０６分）


